
西
八
代
郡

一
五
、
六
七
六

南
巨
摩
郡

三
七
、
〇
九
五

山
梨
県
告
示
第
三
百
五
十
八
号

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
六
日
に
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
と
南
巨
摩
郡
富
士
川
町
と
の
境
界
を
変
更

し
た
こ
と
に
伴
い
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
七
十
七
条
第
一
項

第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
及
び
南
巨
摩
郡
富
士
川
町
の
人
口
を
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

町
の
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
口
（
人
）

市
川
三
郷
町

一
五
、
六
七
六

富
士
川
町

一
五
、
二
九
一

山
梨
県
告
示
第
三
百
五
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
（
地
域
た
め
池
総
合
整
備
事
業

蕪
・
原
村
地
区
）
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

一
　
縦
覧
書
類
　
変
更
後
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
六
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
北
杜
市
役
所

四
　
審
査
請
求
期
間
　
平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
四
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
百
六
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
市
町
村
の
境
界
変
更
に
伴
う
郡
の
人
口
の
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
八
五

○
市
町
村
の
境
界
変
更
に
伴
う
町
の
人
口
の
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
八
五

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
八
五

○
道
路
の
区
域
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
八
六

○
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
八
六

公
　
　
　
告

○
富
士
川
上
流
地
域
森
林
計
画
の
案
の
縦
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
八
六

○
富
士
川
中
流
地
域
森
林
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
八
六

○
山
梨
東
部
地
域
森
林
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
八
七

○
公
共
測
量
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
八
七

公
安
委
員
会

○
信
号
機
の
設
置
等
交
通
規
制
の
告
示
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
八
七

そ
　
の
　
他

○
漁
業
法
に
よ
る
水
産
動
植
物
の
取
扱
い
の
指
示
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
九
〇

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
百
五
十
七
号

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
六
日
に
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
と
南
巨
摩
郡
富
士
川
町
と
の
境
界
を
変
更

し
た
こ
と
に
伴
い
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
七
十
六
条
第
一
項

第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
西
八
代
郡
及
び
南
巨
摩
郡
の
区
域
の
人
口
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

郡
の
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
口
（
人
）

山
梨
県
公
報

第
二
千
六
百
五
十
一
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
七
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

八
八
五

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
八
年

十
一
月
十
七
日

第
二
千
六
百
五
十
一
号

木　曜　日



る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
（
地
域
た
め
池
総
合
整
備
事
業
長

坂
地
区
）
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

一
　
縦
覧
書
類
　
変
更
後
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
六
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
北
杜
市
役
所

四
　
審
査
請
求
期
間
　
平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
四
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
二
月
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
　
線
　
名
　
百
四
十
号

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別
　
（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

山
梨
市
東
字
下
河
原
官
有
無
番
地
地
先
か
ら

旧

一
八
・
一
〜

一
九
三
・
二

山
梨
市
東
字
下
河
原
七
番
二
四
地
先
ま
で

九
四
・
五

新

二
一
・
〇
〜

一
九
三
・
二

九
八
・
二

山
梨
県
告
示
第
三
百
六
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
二
月
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）

期
日

県
道

韮
崎
昇
仙
峡

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
字
寺
平
日
影

一
二
七
・
〇

平
成
二
十
八

線

一
七
六
五
番
一
地
先
か
ら
　

年
十
一
月
十

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
字
寺
平
日
影

七
日

一
七
七
六
番
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
百
六
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
二
月
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）

期
日

県
道

鶯
宿
上
曽
根
　
笛
吹
市
境
川
町
寺
尾
字
中
原
二
六
九

七
二
・
〇

平
成
二
十
八

線

九
番
地
先
か
ら
　

年
十
一
月
二

笛
吹
市
境
川
町
寺
尾
字
中
原
二
六
九

十
一
日

六
番
一
地
先
ま
で

公
　
　
　
告

富
士
川
上
流
地
域
森
林
計
画
の
案
の
縦
覧

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
富
士
川
上
流
地

域
森
林
計
画
を
定
め
る
の
で
、
当
該
計
画
の
案
を
山
梨
県
中
北
林
務
環
境
事
務
所
及
び
山
梨
県
峡
東
林

務
環
境
事
務
所
に
お
い
て
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
二
日
ま
で
縦
覧
に
供

す
る
。
な
お
、
当
該
計
画
の
案
に
意
見
の
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で
に
、
知
事
に
対

し
、
理
由
を
記
載
し
た
文
書
を
提
出
し
て
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

富
士
川
中
流
地
域
森
林
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
富
士
川
中
流
地

域
森
林
計
画
を
変
更
す
る
の
で
、
当
該
計
画
の
変
更
案
を
山
梨
県
峡
南
林
務
環
境
事
務
所
に
お
い
て
、

山
梨
県
公
報

第
二
千
六
百
五
十
一
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
七
日

八
八
六



平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
二
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
当
該
計
画
の

変
更
案
に
意
見
の
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で
に
、
知
事
に
対
し
、
理
由
を
記
載
し
た

文
書
を
提
出
し
て
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

山
梨
東
部
地
域
森
林
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
山
梨
東
部
地
域

森
林
計
画
を
変
更
す
る
の
で
、
当
該
計
画
の
変
更
案
を
山
梨
県
富
士
・
東
部
林
務
環
境
事
務
所
に
お
い

て
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
二
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
当
該
計

画
の
変
更
案
に
意
見
の
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で
に
、
知
事
に
対
し
、
理
由
を
記
載

し
た
文
書
を
提
出
し
て
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
八
王
子
支
社
大
月
保
全
・
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
か

ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

一
●
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二
　
測
量
の
地
域
　
富
士
吉
田
市
の
一
部

三
　
測
量
の
期
間
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
二
月
十
一
日
ま
で

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
三
十
五
号

信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁
止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
公
安
委

員
会
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が
設
置
又
は
撤
去
さ
れ
た

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安

委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
七
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
赤
　
　
岡
　
　
利
　
　
行

別
表
第
一
中

「

二
四
七
　
甲
府
市
下
石
田
二
丁
目
二
二
番
一
号

水
道
局
北
　
　
　
平
九
・
三
・
一
七

先
（
市
道
高
畑
西
条
線
と
市
道
南
西

告
示

三
五
線
と
の
交
差
点
）

第
一
九
号

」

を「

二
四
七
　
甲
府
市
下
石
田
二
丁
目
二
二
番
一
号

上
下
水
道
局
北

平
成
二
八
年
一
一
月
一
七
日

先
（
市
道
同
士
の
丁
字
路
交
差
点
）

告
示
第
一
三
五
号

」

に
、

「

三
八
二
　
中
巨
摩
郡
昭
和
町
河
東
中
島
一
、
五

押
原
駐
在
所
北

平
成
二
四
年
二
月
二
日

八
二
番
地
一
先
（
押
原
駐
在
所
北
側

告
示
第
一
〇
号

丁
字
路
交
差
点
）

」

を「

三
八
二
　
中
巨
摩
郡
昭
和
町
河
東
中
島
一
、
五

押
原
小
井
川
交

平
成
二
八
年
一
一
月
一
七
日

八
二
番
地
一
先
（
押
原
小
井
川
交
番

番
北
　

告
示
第
一
三
五
号

北
側
丁
字
路
交
差
点
）

」

に
、

「

一
七
九

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
二
八
番
地
三

巨
摩
共
立
病
院

平
成
二
五
年
一
一
月
一
四
日

先
（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
）

西
　

告
示
第
一
三
〇
号

」

を「

一
七
九

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
二
八
番
地
三

巨
摩
共
立
病
院

平
成
二
五
年
一
一
月
一
四
日

先
（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
）

西
　

告
示
第
一
三
〇
号

一
八
〇

南
ア
ル
プ
ス
市
沢
登
九
七
七
番
地
先

南
ア
ル
プ
ス
市

平
成
二
八
年
一
一
月
一
七
日

（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
）

消
防
本
部
前
　

告
示
第
一
三
五
号

」

に
、

「

二
一
三

甲
斐
市
下
今
井
三
、
四
九
二
番
地
一

下
今
井
東

平
成
二
七
年
一
〇
月
二
二
日

先
（
国
道
二
〇
号
と
市
道
と
の
十
字

告
示
第
一
一
八
号

路
交
差
点
）

」

を

山
梨
県
公
報

第
二
千
六
百
五
十
一
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
七
日

八
八
七



「

二
一
三

甲
斐
市
下
今
井
三
、
四
九
二
番
地
一

下
今
井
東

平
成
二
七
年
一
〇
月
二
二
日

先
（
国
道
二
〇
号
と
市
道
と
の
十
字

告
示
第
一
一
八
号

路
交
差
点
）

二
一
四

甲
斐
市
島
上
条
一
、
二
六
三
番
地
先

敷
島
中
学
校
正

平
成
二
八
年
一
一
月
一
七
日

（
県
道
と
市
道
と
の
丁
字
路
交
差
点
）

門
前
　

告
示
第
一
三
五
号

」

に
、

「

一
六
七

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
河
口
五
四

新
倉
ト
ン
ネ
ル

平
成
二
六
年
一
〇
月
三
〇
日

八
番
地
先
（
国
道
一
三
七
号
と
主
要

西
　

告
示
第
一
二
〇
号

地
方
道
河
口
湖
精
進
線
と
の
十
字
路

交
差
点
）

」

を「

一
六
七

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
河
口
五
四

新
倉
ト
ン
ネ
ル

平
成
二
六
年
一
〇
月
三
〇
日

八
番
地
先
（
国
道
一
三
七
号
と
主
要

西
　

告
示
第
一
二
〇
号

地
方
道
河
口
湖
精
進
線
と
の
十
字
路

交
差
点
）

一
六
八

富
士
吉
田
市
旭
三
丁
目
四
番
七
号
先

旭
三
丁
目

平
成
二
八
年
一
一
月
一
七
日

（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
）

告
示
第
一
三
五
号

一
六
九

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
小
立
三
、

小
立

平
成
二
八
年
一
一
月
一
七
日

二
九
九
番
地
先
（
県
道
と
町
道
と
の

告
示
第
一
三
五
号

十
字
路
交
差
点
）

」

に
、

「

二
九

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
二
五
九
番
地

初
狩
小
学
校
東

平
成
一
五
年
七
月
二
四
日

の
一
先
（
国
道
二
〇
号
と
県
道
大
幡

告
示
第
五
一
号

初
狩
線
と
の
丁
字
路
交
差
点
）

」

を「

二
九

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
二
五
九
番
地

初
狩

平
成
二
八
年
一
一
月
一
七
日

一
先
（
国
道
と
県
道
と
の
丁
字
路
交

告
示
第
一
三
五
号

差
点
）

」

に
、

「

四
四

都
留
市
田
野
倉
一
五
二
〇
番
地
の
一

大
原
橋
東

五
四
・
一
一
・
一
七

（
国
道
一
三
九
号
線
と
市
道
大
原
一

告
示
第
四
八
号

号
線
と
の
交
差
点
）

」

を「

四
四

都
留
市
田
野
倉
一
、
五
二
〇
番
地
一

道
の
駅
つ
る
入

平
成
二
八
年
一
一
月
一
七
日

先
（
国
道
と
市
道
と
の
丁
字
路
交
差

口
　

告
示
第
一
三
五
号

点
）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
四
の
五
六
九
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五
六
九

削
除

北
杜

平
成
二
八
年
一

一
月
一
七
日

告
示
第
一
三
五

号

別
表
第
四
の
六
〇
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

六
〇
四

主
要
地

甲
府
市
竹
日
向
町
八
三
〇

車
両

車
両
進
行

甲
府

平
成
二
八
年
一

方
道
甲

番
地
一
先
（
県
道
同
士
の

南
か
ら
北

一
月
一
七
日

府
昇
仙

丁
字
路
交
差
点
に
附
帯
す

へ

告
示
第
一
三
五

峡
線

る
左
折
導
流
部
）

号

別
表
第
十
の
四
、
二
四
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
、
二
四
四
　
国
道
五
　
南
巨
摩
郡
富
士
川
町
長
澤
一
、
〇
一
　
四
　
鰍
沢

平
成
二
八
年
一
一

二
号

八
番
地
先
（
長
沢
下
交
差
点
）

月
一
七
日

告
示
第
一
三
五
号

別
表
第
十
の
四
、
五
二
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
、
五
二
二
　
県
道
新

富
士
吉
田
市
小
明
見
三
、
一
四
五
番

四

富
士

平
成
二
八
年
一
一

田
下
吉

地
先
（
県
道
と
市
道
と
の
十
字
路
交

吉
田

月
一
七
日

田
線

差
点
）

告
示
第
一
三
五
号

別
表
第
十
の
五
、
四
七
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五
、
四
七
一
　
市
道

富
士
吉
田
市
旭
三
丁
目
四
番
七
号
先

二

富
士

平
成
二
八
年
一
一

（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
）

吉
田

月
一
七
日

告
示
第
一
三
五
号

別
表
第
十
の
五
、
五
〇
五
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五
、
五
〇
六

市
道

甲
州
市
勝
沼
町
勝
沼
二
、
八
三
〇
番

一

日
下

平
成
二
八
年
一
一

山
梨
県
公
報

第
二
千
六
百
五
十
一
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
七
日

八
八
八



地
三
先

部

月
一
七
日

告
示
第
一
三
五
号

五
、
五
〇
七

市
道

都
留
市
大
原
八
八
番
地
先

一

大
月

平
成
二
八
年
一
一

月
一
七
日

告
示
第
一
三
五
号

別
表
第
十
五
の
二
一
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
一
二

削
除

甲
府

平
成
二
八

年
一
一
月

一
七
日

告
示
第
一

三
五
号

別
表
第
十
五
の
二
五
七
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
五
七
　
主
要
地
　
甲
府
市
下
帯
那
町
三
、

五
、
五
〇
〇
　
車
両
　
終
日
　
甲
府
　
平
成
二
八

方
道
甲

〇
五
四
番
地
四
先
か
ら

年
一
一
月

府
昇
仙

甲
府
市
猪
狩
町
一
、
三

一
七
日

峡
線

三
八
番
地
先
ま
で
の
両

告
示
第
一

側

三
五
号

別
表
第
十
六
の
四
、
七
九
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
、
七
九
四
　
　
削
除

甲
府
　
　
平
成
二
八
年
一
一

月
一
七
日

告
示
第
一
三
五
号

別
表
第
十
六
の
一
一
、
四
八
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
一
、
四
八
一
　
削
除

北
杜
　
　
平
成
二
八
年
一
一

月
一
七
日

告
示
第
一
三
五
号

別
表
第
十
六
の
一
一
、
八
五
八
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一
一
、
八
五
九
　
主
要
地
　
甲
府
市
竹
日
向
町
八
三
〇
番
地
一
先
　
甲
府
　
　
平
成
二
八
年
一
一

方
道
甲
　
（
県
道
同
士
の
丁
字
路
交
差
点
に
附
　

月
一
七
日

府
昇
仙

帯
す
る
左
折
導
流
部
・
北
進
車
両
）

告
示
第
一
三
五
号

峡
線

一
一
、
八
六
〇
　
主
要
地
　
甲
府
市
竹
日
向
町
八
五
〇
番
地
先（

甲
府

平
成
二
八
年
一
一

方
道
甲
　
県
道
同
士
の
丁
字
路
交
差
点
・
東
進
　

月
一
七
日

府
昇
仙
　
車
両
）

告
示
第
一
三
五
号

峡
線

一
一
、
八
六
一
　
市
道
　

韮
崎
市
若
宮
一
丁
目
一
番
一
号
先（

韮
崎
　

平
成
二
八
年
一
一

市
道
同
士
の
丁
字
路
交
差
点
・
北
進
　

月
一
七
日

車
両
）

告
示
第
一
三
五
号

一
一
、
八
六
二
　
市
道
　

笛
吹
市
八
代
町
南
二
、
五
三
五
番
地

笛
吹
　

平
成
二
八
年
一
一

九
先
（
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
出
入
口
と
市
　

月
一
七
日

道
と
の
交
差
点
・
東
進
車
両
）

告
示
第
一
三
五
号

一
一
、
八
六
三
　
市
道
　

笛
吹
市
八
代
町
南
一
、
八
三
三
番
地

笛
吹
　

平
成
二
八
年
一
一

二
先
（
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
出
入
口
と
市
　

月
一
七
日

道
と
の
交
差
点
・
西
進
車
両
）

告
示
第
一
三
五
号

一
一
、
八
六
四
　
市
道
　

富
士
吉
田
市
向
原
一
丁
目
三
、
八
一

富
士
吉
　
平
成
二
八
年
一
一

一
番
地
先
（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
　
田
　

月
一
七
日

差
点
・
南
進
車
両
）

告
示
第
一
三
五
号

一
一
、
八
六
五
　
市
道

富
士
吉
田
市
小
明
見
三
、
八
一
二
番

富
士
吉
　
平
成
二
八
年
一
一

地
一
先
（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
　
田

月
一
七
日

点
・
北
進
車
両
）

告
示
第
一
三
五
号

一
一
、
八
六
六
　
市
道
　

富
士
吉
田
市
小
明
見
三
、
一
二
八
番

富
士
吉
　
平
成
二
八
年
一
一

地
二
先
（
県
道
と
市
道
と
の
十
字
路
　
田
　

月
一
七
日

交
差
点
・
南
進
車
両
）

告
示
第
一
三
五
号

一
一
、
八
六
七
　
市
道
　

都
留
市
井
倉
三
五
八
番
地
一
先
（
国

大
月
　

平
成
二
八
年
一
一

道
と
市
道
と
の
丁
字
路
交
差
点
・
西
　

月
一
七
日

進
車
両
）

告
示
第
一
三
五
号

一
一
、
八
六
八
　
市
道
　

都
留
市
井
倉
三
六
〇
番
地
一
先
（
国

大
月
　

平
成
二
八
年
一
一

道
と
市
道
と
の
丁
字
路
交
差
点
・
東
　

月
一
七
日

進
車
両
）

告
示
第
一
三
五
号

一
一
、
八
六
九
　
市
道
　

都
留
市
井
倉
四
八
〇
番
地
一
先
（
国

大
月
　

平
成
二
八
年
一
一

道
と
市
道
と
の
十
字
路
交
差
点
・
西
　

月
一
七
日

進
車
両
）

告
示
第
一
三
五
号

一
一
、
八
七
〇
　
主
要
地

都
留
市
井
倉
二
六
六
番
地
二
先
（
県

大
月
　

平
成
二
八
年
一
一

方
道
四
　
道
と
市
道
と
の
丁
字
路
交
差
点
・
南
　

月
一
七
日

日
市
場

進
車
両
）

告
示
第
一
三
五
号

上
野
原

線

一
一
、
八
七
一
　
市
道
　

都
留
市
井
倉
五
〇
八
番
地
先
（
県
道

大
月
　

平
成
二
八
年
一
一

と
市
道
と
の
丁
字
路
交
差
点
・
西
進
　

月
一
七
日

車
両
）

告
示
第
一
三
五
号

別
表
第
十
九
の
七
九
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七
九
　
　
国
道
一
　
富
士
吉
田
市
上
吉
田
二
、
三
〇
八
番
地
　
富
士
吉
　
平
成
二
八
年
一
一
月
一

山
梨
県
公
報

第
二
千
六
百
五
十
一
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
七
日

八
八
九



三
八
号

五
先
（
富
士
見
公
園
前
交
差
点
）
か
ら

田
　

七
日

南
都
留
郡
山
中
湖
村
山
中
九
九
一
番
地
　

告
示
第
一
三
五
号

先
（
国
道
と
村
道
と
の
三
差
路
交
差
点

）
ま
で
の
北
側
歩
道
（
四
、
二
〇
〇
メ

ー
ト
ル
）

そ
　
の
　
他

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
三
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
山
梨
県
内
の
コ
イ
（
マ

ゴ
イ
及
び
ニ
シ
キ
ゴ
イ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
取
扱
い
を
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
七
日

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会
　
長

平
　
　
山
　
　
公
　
　
明

一
　
指
示
の
内
容

●
１
●
放
流
の
制
限
●
山
梨
県
内
に
お
い
て
、
コ
イ
の
放
流
（
再
放
流
を
除
く
。）
を
し
て
は
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
当
該
コ
イ
が
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
検
査
で
陰
性
が
確
認
さ
れ
た
コ
イ
と
同

一
飼
育
池
の
コ
イ
群
に
属
す
る
場
合
又
は
公
的
研
究
機
関
が
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

●
２
●
持
出
し
の
制
限
　
山
梨
県
内
に
お
い
て
、
コ
イ
を
採
捕
し
た
者
は
、
採
捕
し
た
コ
イ
を
そ
の

場
か
ら
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（一）

公
的
研
究
機
関
が
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
場
合

（二）

採
捕
し
た
コ
イ
の
エ
ラ
を
除
去
し
た
場
合

●
●
（三）
●
漁
業
権
に
基
づ
き
コ
イ
が
採
捕
さ
れ
て
い
る
漁
場
に
お
い
て
コ
イ
を
採
捕
し
、
当
該
漁
場
の

流
域
（
山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
別
に
指
定
す
る
流
域
を
除
く
。）
内
で
食
用
に
供

す
る
場
合

二
　
指
示
の
区
域
　
山
梨
県
内
の
公
共
用
水
面

三
　
指
示
の
期
間
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
六
日
ま
で

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
四
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
、
水
産
動
植
物
の
繁
殖
保
護
を
図
る
た
め
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
七
日

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会
　
長
　
　
平
　
　
山
　
　
公
　
　
明

一

指
示
の
内
容
●
山
梨
県
内
に
お
い
て
、
ブ
ラ
ウ
ン
ト
ラ
ウ
ト
（
卵
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
を
移

植
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ブ
ラ
ウ
ン
ト
ラ
ウ
ト
に
つ
い
て
漁
業
権
免
許
を
受
け
て
い
る
者
が

当
該
漁
業
権
に
基
づ
い
て
移
植
す
る
場
合
又
は
公
的
研
究
機
関
が
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
た
め
に

移
植
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
　
指
示
の
区
域
　
山
梨
県
内
の
公
共
用
水
面

三
　
指
示
の
期
間
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
六
日
ま
で

山
梨
県
公
報

第
二
千
六
百
五
十
一
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
七
日

八
九
〇

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番


